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第

○

○

条
 

あ

っ

せ

ん

、

調

停

、

仲

裁

の

申

立

て

に

は

、

時

効

中

断

の

効

力

が

生

ず

る

。

但

し

、

左

記

事

由

の

一

に

該

当

す

る

と

き

は

、

そ

の

事

由

が

生

じ

た

と

き

か

ら

一

か

月

内

に

訴

え

を

提

起

（

法

律

上

裁

判

所

に

お

け

る

調

停

前

置

が

義

務

づ

け

ら

れ

て

い

る

紛

争

に

つ

い

て

は

調

停

の

申

立

て

）

し

な

け

れ

ば

時

効

中

断

の

効

力

を

生

じ

な

い

。 

一

 

申

立

て

後

六

か

月

以

内

に

相

手

方

が

出

頭

し

な

い

と

き

（

相

手

方

の

出

頭

を

要

し

な

い

で

仲

裁

判

断

を

す

る

場

合

は

除

く

） 

二

 

六

か

月

間

連

続

し

て

期

日

が

開

か

れ

な

い

と

き

（

期

日

を

開

か

な

い

で

仲

裁

判

断

を

す

る

場

合

は

除

く

） 

三

 

相

手

方

の

出

頭

を

要

せ

ず

又

は

期

日

を

開

か

な

い

で

仲

裁

判

断

を

す

る

場

合

に

、

申

立

て

か

ら

六

か

月

以

内

に

仲

裁

判

断

が

な

さ

れ

な

い

と

き 

四

 

仲

裁

合

意

の

取

消

又

は

無

効

も

し

く

は

存

在

し

な

い

旨

の

仲

裁

判

断

が

な

さ

れ

た

と

き 

五

 

和

解

が

調

わ

な

い

と

き 

六

 

申

立

の

取

下

げ 

  

（

注

）

本

条

の

内

容

を

証

明

す

る

こ

と

は

、

守

秘

義

務

の

例

外

と

し

て

認

め

る

必

要

が

あ

る

。 
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執

行

力

に

関

す

る

条

文

案

(

参

考

・

仲

裁

法

案

四

六

条

一

項

) 

 

第

○

○

条
 

民

事

執

行

を

し

よ

う

と

す

る

当

事

者

は

、

組

織

、

人

的

構

成

、

手

続

規

則

、

実

績

、

必

要

性

等

の

う

え

か

ら

特

別

に

法

律

で

定

め

る

あ

っ

せ

ん

機

関

、

調

停

機

関

に

お

い

て

選

任

さ

れ

た

あ

っ

せ

ん

人

、

調

停

人

が

署

名

し

た

和

解

契

約

書

で

、

債

務

者

が

直

ち

に

強

制

執

行

に

服

す

る

旨

の

陳

述

が

記

載

さ

れ

て

い

る

も

の

に

よ

り

、

債

務

者

を

被

申

立

人

と

し

て

、

裁

判

所

に

対

し

、

執

行

決

定

（

和

解

契

約

書

に

基

づ

く

民

事

執

行

を

許

す

旨

の

決

定

を

い

う

）

を

求

め

る

申

立

て

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 
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項
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強

制

執

行

は

、

組

織
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人
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構

成
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手

続

規

則

、

実

績

、

必

要

性

等
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う

え

か
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律
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せ
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機

関

、
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停

機

関

に

お

い

て

選

任

さ

れ

た

あ

っ

せ

ん

人

、
調

停

人

が

署

名

し

た

和

解

契

約

書

で

、

債

務

者

が

直

ち

に

強

制

執

行

に

服

す

る

旨

の

陳

述

が

記

載

さ

れ

て

い

る

も

の

に

よ

り

行

う

こ

と

が

で

き

る

。 
②

前

項

の

和

解

契

約

書

に

よ

っ

て

行

う

強

制

執

行

は

、

裁

判

所

の

執

行

決

定

を

も

っ

て

そ

れ

を

許

す

旨

の

決

定

が

あ

っ

た

と

き

に

限

り

な

す

こ

と

が

で

き

る

。 

 


